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本研究では，ロードプライシングの受容意識の高揚が期待できるような「広報のあり方」を考えるために，「フレーミ

ング効果」に関わる心理学的な理論的検討を行い，そこで演繹された仮説を検証するための心理実験を行った．

ロードプライシングには，「需要の削減機能」と「外部不経済の内部化機能」の二つの機能が備わっている事を前提

とした上で，課金区域内部の居住者に対しては需要の削減機能を強調しつつ説明する方が，逆に，課金区域外部

の居住者に対しては外部不経済の内部化機能を強調しつつ説明する方が，それぞれロードプライシングに対する

「公正感」が高揚し，それによって受容意識が高揚するであろう，という理論的仮説を措定した．そして，それを検証

するための心理実験を行ったところ，仮説を支持する結果が得られた． 
 
 

 
Key Words: road pricing, public acceptance dilemma, decision frame  

 
 

1．はじめに 
 
（1）背景 
  都市部における道路混雑とそれに伴う様々な問題を解消

するための切り札的政策として，ロードプライシングの導入

が，東京を含む世界中の都市で検討されている1)．ロードプ

ライシングは経済学的には“最善の策”（first best）とも表現さ

れる程に，大きな期待を集めているものの2)，その実現は決

して容易なものではなかった．実際，ロードプライシングの

導入に成功した都市は，ノルウェーやシンガポールといった

かねてより導入されていた都市を除けば，2005 年時点でロ

ンドンをおいて他にない．そして，そのロンドンにおいてす

ら，ロードプライシングが導入されるまで，具体的な検討が始

められてから十年以上の歳月が必要であった．その一方で，

具体的な導入を検討し，実施の直前まで漕ぎ着けながら，そ

の計画が頓挫し，結局導入できなかったという事例は少なく

ない5）． 
 ロードプライシングの導入を阻む最大の障害は，その“公

共受容”（public acceptance）の低さにある3）．ロードプライシン

グ導入後においても自動車利用を続ける人々にとっては，

ロードプライシングは出費の増進をもたらすものであるし，

ロードプライシングによって自動車利用を差し控える人々に

とっては，ロードプライシングは移動の自由を侵害するもの

に他ならない．かくして，ロードプライシングは，自動車利用

者にとっては，導入後に自動車を利用し続けるにしろ取りや

めるにしろ，「利己的」な観点からは望ましいとは言い難い施

策である．これが，ロードプライシングの公共受容の水準が

概して低い理由である．事実，ロードプライシングが既に導

入されているノルウェーにおいてすら，ロードプライシングを

肯定的に評価する人々は 28%に限られている一方，否定的

に評価する人々は実に 65％にも上っている4），5）． 
 

（2）受容意識に影響を及ぼす心理要因 
さて，以上の様な背景の下，ロードプライシングに対する

受容意識に関する心理学研究は様々な形で進められてきて

いる（例えば，書籍6）参照）．その中で，ロードプライシング

に対する受容意識には，以下に述べる「自由侵害感」と「公

正感」の二つの心理要因が大きく影響することが明らかにさ

れてきている（Jakobsson, Fujii & Gärling, 20007）; 藤井・

Gärling・ Jakobsson, 20018）; Bamberg & Rölle, 20039）; 谷川・

藤井, 200410）; Fujii, et al., 200411）; 藤井, 200512））．ここに自由

侵害感とは，ロードプライシングの導入によって，自らの自由

がどの程度制限されたのか，という主観的な評価を意味する

心理要因であり，受容意識に負の影響を与える．一方で，公

正感とは，ロードプライシングが倫理的・道徳的な基準から

考えた場合にどの程度「正しい」施策であるか，という主観的

な評価を意味する心理要因であり，受容意識に対して正の

影響を及ぼすことが，日本11），8），12）のみならず，スウェーデン
7），ドイツ9)，台湾11）といった様々な国における実証研究で明

らかにされている． 
さて，これまでの先行研究の中で，これら二要因（自由侵

害感と公正感）に影響を及ぼす事を通じて受容意識の高揚
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をもたらす条件が模索されてきている．そして，その条件とし

て，以下の３つが示唆されている． 
 一つは，ロードプライシングの「強制性」を低下させるという

アプローチである7），11）．例えば，料金を下げ，あまり行動を

変える必要がなくなれば，強制性が下がり，公正感が向上し，

自由侵害感が低下することが期待される．このアプローチは，

確かに受容意識の高揚を目指す場合に有効ではあるだろう

が，そもそもロードプライシングが人々の行動の変容を期待

する施策である以上，その政策目標を達成できなくなってし

まう，という本質的な問題があることは否めない． 
 第二のアプローチは，「環境意識の高揚を期待する」という

ものである．先行研究11），8）より，環境意識の高い個人は，環

境に良好な影響を及ぼすと期待されるロードプライシングを

公正な施策と認識し，かつ，自由を侵害する施策とは認識し

ない傾向が強いことが確認されている．ただし，「環境意識」

は日常生活の広範な行動に影響を及ぼす極めて一般的な

態度であり13），単発的なコミュニケーションを通じて一朝一夕

に醸成することは必ずしも容易ではない． 
 最後のアプローチは「適切な説明」を行うことによって，

人々の意思決定のフレームの変容を期待し，公正感と自由

侵害感の水準に影響を及ぼすことを通じて受容意識の高揚

を期待するアプローチである10）．以下，このアプローチにつ

いて，詳しく述べることとしよう． 
 
（3）意思決定フレームと賛否意識 
 施策導入に対する賛否判断は，個々人が意思決定する際

の主観的枠組みである「意思決定フレーム」(decision frame; 
c.f. Kahnemman & Tversky, 198414) )に大きく依存している10）．

ここで，意思決定フレームとは，人々が意思決定を行う際に，

その意思決定問題についての主観的な解釈の図式や枠組

みの事を意味する認知心理学的概念である． 
 意思決定フレームに関する先行研究（e.g. 藤井・竹村，

200115））では，その重要な性質として次の二つが存在するこ

とが広く知られている． 
 第一に，仮に客観的に同一の意思決定問題であったとし

ても，その問題の主観的な解釈，すなわち，“意思決定フ

レーム”が異なれば，意思決定は大きく異なったものとなる，

というものである． 
 第二に，この様な意思決定に重大な影響を及ぼす意思決

定フレームは，意思決定問題の「記述の仕方」によって大きく

変化する，というものである．すなわち，同一の問題であって

も，その問題の記述の仕方，例えば，「言い方」が異なるだけ

で，意思決定フレームが変化し，それに伴って意思決定そ

のものが大きく変化してしまう可能性が存在する． 
 さて，ロードプライシングの施策の導入における賛否判断

のような，社会的ジレンマ3）状況下では，人々は， 
  ・倫理的フレーム （ethical-matter frame） 

  ・取引的フレーム （business-matter frame） 
の２つの意思決定フレームのいずれかで意思決定を行うで

あろうことが従来の社会心理学研究で指摘されている

（Tenbrunsel & Messick，199916）; 藤井，20033)）． 
ここに，倫理的フレームとは「倫理的に何が正しいか」とい

う基準で意思決定する場合の意思決定フレームである．

人々が，倫理的フレームで状況解釈をしている場合におい

ては，長期的・広域的視点に着目し，その結果として，社会

的ジレンマ状況下において協力行動をとる傾向が強くなる． 
ロードプライシングの受容の問題においては，自由侵害感

が低減する一方，公正感が高揚し，それを通じて，受容意識

が高揚するものと期待される． 
その一方で，取引的フレームとは，「自分にとって何が得

か」という基準で意思決定を行う意思決定フレームである．こ

の意思決定フレームで意思決定を行う場合，人々は短期的・

利己的視点に着目することとなり，非協力行動をとる傾向が

強くなる．ロードプライシングの受容の問題においては，自

由侵害感が高揚し，公正感，そして受容意識が低減すること

が予想される． 
上述のように，ものごとの「記述の仕方」によって判断結果

が異なる点に着目するなら，ロードプライシングを如何に記

述・説明するかによって，人々の意思決定フレームが変化し，

それを通じて，賛否判断もまた異なるものとなろう3）．すなわ

ち，ロードプライシングの賛否意識の高揚を期待する第三の

アプローチは，人々が，ロードプライシングの賛否判断を行

う際の意思決定フレームが取引的フレームではなく，倫理的

フレームとなる傾向を促進するような，“説明”を行う，というも

のである．こうして意思決定フレームが転換することによって，

公正感の高揚と，自由侵害感の低下を促し，その結果として，

受容意識が高揚することが期待される． 
 

（4）説明方式 
人々の倫理的フレームによる意思決定を導きえる“説明”

とは，如何なるものであろうか．この問いは，ロードプライシ

ングに関する広報のあり方を実務的に考えるにあたって，重

要な基礎的な知見を与えることとなろう． 
この「ロードプライシングについての主観的解釈」の問題

を考えるにあたり．まず，ロードプライシングが「客観的」にど

のようなシステムであるかについて考察することとしよう． 
ロードプライシングに関する経済学的理論を踏まえるなら，

その主要な機能は次の二つである． 
・外部不経済の内部化機能 
・需要の削減機能 
ここに，「外部不経済の内部化機能」とは，自動車が各種

の外部不経済（混雑，大気汚染，地球温暖化効果，等の社会

的費用，あるいは，社会的デメリット）をもたらすことに着目し，

その外部不経済を「貨幣」という形で自動車利用者に負担さ
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せ，得られた料金収入によって公共事業を行うことによって，

各種の外部不経済を消滅せしめる機能である．すなわち，

ロードプライシングの「公共事業－財源システム」の側面に

ついての機能である． 
一方，「需要の削減機能」とは，課金の料金抵抗によって

交通利用者の選択行動が変化し，それによって 自動車需

要が変化することを通じて，混雑緩和を緩和する，という機能

である．この機能は，ロードプライシングの「料金抵抗システ

ム」としての側面についての機能と言えよう． 
さて，以上の二つがロードプライシングの主要機能である

としたとき，ロードプライシングを公衆に説明する際，いずれ

の機能をより強調して説明するかによって，説明方式にヴァ

リエーションがもたらされることとなろう．すなわち，外部不経

済の内部化機能をのみを説明する方式や，交通需要の削減

機能のみを説明する方式，あるいは，それら両者を説明しつ

ついずれかを強調する方式，両者を同等に説明する方法な

どが考えられる． 
 

（5）説明方式と意思決定フレーム 
さて，以上に述べた「説明方式」の相違は，意思決定フ

レームにどのような影響を及ぼすであろうか．この点につい

て，谷川・藤井（2004）10）は，次のような仮説を立てている． 
まず，「交通需要の削減機能」を強調した場合には,自動車

を利用するという行為が，その料金を支払うに見合うだけの

行為であるか否かを判断することを促すこととなろう．その結

果，「自動車利用」と「金銭」とのトレードオフが人々に意識さ

れる傾向が強まり，「自動車移動サービスで購入する」という

認識がもたらされ，それを通じて，「取引的フレーム」にて賛

否判断を下す傾向が強くなる可能性が考えられる． 
一方「外部不経済の内部化機能」を強調し，ロードプライシ

ングの「公共事業－財源システム」の側面を強調した場合に

は，先の場合に比べて自動車利用との金銭のトレードオフが

意識化される傾向が低減するものと考えられる．その一方で，

自動車利用に外部不経済が存在すること，そして，その解消

のための公共的な事業が必要となりうることを認識する傾向

が増進すると期待される．その結果，短期的，私的な視点か

ら長期的，公的な視点に向けた転換が生じ，「倫理的フレー

ム」にて賛否判断を下す傾向が強くなることが予想される． 
谷川・藤井（2004）10）は，以上の仮説の妥当性を確認する

ために，東京都にて現在検討中のロードプライシングを想定

し，首都圏住民を対象に実験を行った所，「外部不経済の内

部化機能」を強調した説明の方が，「需要の削減機能」を強

調した説明するよりも，自由侵害感が低く，公正感が高く，そ

して，受容意識が高いことが示された．すなわち，「需要の削

減機能」を全面に出すのではなく，「外部不経済の内部化機

能」を強調することで，人々の「倫理的フレーム」を喚起しえ

る可能性が示唆されたのである． 

 
（6）居住地域と意思決定フレーム 

以上の実験結果は，「ロードプライシングの料金抵抗に

よって交通需要が減少し，渋滞が緩和します」という説明ロ

ジックよりもむしろ，「都心部の自動車利用によってもたされ

ている諸問題を解消するための公共事業を，利用者一人一

人にご負担頂きます」という説明ロジックの方が，人々の倫理

的フレームを導き，社会的な受容が円滑に進む可能性を示

唆している． 
しかし，谷川・藤井（2004）10）の実験に参加した被験者は，

ロードプライシングの課金区域「外」の居住者が大半であり，

課金区域「内」の居住者はごく一部に限られていた．しかし，

ロードプライシングの受容意識は，区域内外で異なる可能性

も考えられよう． 
課金区域内外の重大な差異は，現在の都心部における交

通問題に関する不利益（大気汚染，渋滞，騒音，等）を生活

者として直接被っているか否か，という点に求められよう．課

金区域外の人々にとっては，ロードプライシングは利己的な

損失をもたらすものにしか過ぎないが，課金区域内部の

人々にとっては，混雑を緩和させ，今まで被っていた不利益

を緩和するという側面を持つ．それ故，ロードプライシングの

２つの機能の内の「需要の削減機能」を，課金区域内部の

人々にとっては，“今までの不当にもたらされていた自動車

混雑による生活環境の悪化を，改善せしめる機能である”と

解釈する可能性が考えられる．すなわち，課金区域内の

人々にとっては，ロードプライシングの「需要の削減機能」は，

不公平（inequality 17））を解消せしめる“公正さ”をもたらすも

のとして認識される可能性が考えられる．あるいは，課金区

域内の人々は，“様々な交通問題をもたらしてきた外部から

の自動車来訪者に課金を加える”という行為を，ある種の“報

復行為”と解釈する可能性がある．その点を踏まえるなら，課

金区域内の居住者は，ロードプライシングの需要削減機能を

近年の政治的な側面を考慮した公正研究の中で分配的公正，

手続き的公正に次いで注目を集めている“報復的公正17）”の

観点から“公正”な施策と見なす可能性がある． 
以上より，本研究では以下の理論的仮説を措定する： 

 

仮説：課金区域内部の人々においては，「需要の削減」機能

を強調した説明の方が，ロードプライシングを“公正”な施策

と見なし，結果的に受容意識が高揚する．一方で，課金区域

外部の人々においては，「公共事業－財源機能」を強調す

る説明によって倫理的フレームが活性化され，自由侵害感

の低下と公正感の高揚がもたらされ，それによって受容意識

が高揚する． 
 
以上の議論を，図-1にとりまとめた．図-1に示した様に，課

金区域の内部と外部の居住者によって，それぞれ異なった
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フレーミング効果が生ずることが理論的に予想される．本研

究では，この理論仮説を検証するために，現在検討されて

いる東京都のロードプライシングの課金区域に関する一案を

ベースに，その課金区域内の居住者と区域外の首都圏居住

者を対象としたシナリオ心理実験を行うこととした． 
 
 
２．実験手順 

 
本研究では，首都圏のロードプライシング施策を仮想的な

交通施策として被験者に提示し，その賛否意識等を尋ねる

心理実験をインターネットのホームページ上で行った．仮想

上のコードンライン形式のロードプライシングを想定し，その

課金区域を定め(図-2 の質問画面参照)，その課金区域内部，

外部からそれぞれ同数程度の被験者を募集した（区域内

261名，区域外288名）．実験要因としては「フレーム条件」（2
水準）と「課金額」（3 水準）の２要因を考慮し，それらの組み

合わせで合計6条件を実験条件として設けた．フレーム条件

の 2 水準は， 
 
料金抵抗フレーム条件：ロードプライシングにおける「需

要の削減機能」を中心に説明する条件， 
公共事業-財源フレーム条件：ロードプライシングにおけ

る「外部不経済の内部化機能」を中心に説

明する条件 
 

の２つである．具体的な説明画面は，図-1 に示す通りである．

料金水準については，100 円，500 円，1000 円の 3 水準を考

慮した．なお，各被験者がホームページにアクセスした時点

で，6 条件のうちのいずれか一つが「ランダム」に表示される

仕組みをアンケート調査ページに導入することで，被験者を

各実験条件にランダムに割り付けた．各実験条件の被験者

数は表-1 に示す通りである． 
被験者は，回答ページにアクセスすると最初に図-1 に例

示したロードプライシングの説明文書を読了するように要請

される．その後，次ページに進むと再び同じ画面が表示され，

もう一度読了することが要請される．その後，ロードプライシ

ングへの受容意識をはじめとする，表-2 に示した各心理要

因に対する質問項目に対する回答を 5 件法にて要請した．

なお，各条件の被験者の構成は，上述の居住区域（課金区

域内 vs. 課金区域外）に加えて，年齢階層（20～34 vs. 35～

49 vs. 50～）の三階層についてそれぞれ同数程度，性別（男

vs.女）の二階層についてもそれぞれ同数程度募集すること

で，年齢，性別の偏りが生じないように配慮した．被験者 549
名のうち男性が 273 名（49.7%），全体の平均年齢は，42.0 才

(標準偏差 12.1 才)であった．なお，各実験条件への被験者

の割り付けについては，先述のように各個人毎にランダムに

割り振っているので，実験条件間で年齢と性別には統計的

な偏りは特に存在しなかった． 
 
 
３．結果 

 
表-3 に，居住地域別（課金区域内 vs.外），課金額別（100

円 vs. 500 円 vs. 1000 円），フレーム条件別（料金抵抗フ

レーム vs.公共事業－財源フレーム）別の，受容意識，公正

感，自由侵害感の平均値と標準偏差を示す．表-4 に，それら

心理要因についての分散分析結果を示す． 
 
（１）主効果 

表-4 の分散分析結果より，居住地域の主効果が公正感に

おいて有意となっていることが分かる．この結果と表-3 の平

均値を考え合わせると，居住地域内の居住者の方が，ロード

プライシングをより「公正」な施策であると見なす傾向が有意

に強いことを示している．本研究でフレーミング効果に関す

る仮説を演繹する際に，「都心部外の人々は，普段，交通混

雑による大気汚染や騒音などの不利益を被っており，それ

によって“不公平感”を感じている．しかし，その交通混雑の

緩和をもたらすロードプライシングはその不公平感を軽減さ

せる」ということを想定したが，その想定を裏付ける結果と言

えよう．すなわち，課金区域内部の人々にとっては，交通混

雑に伴う不利益に伴う不公正感を是正するが故に，ロードプ

図-1 課金区域内居住者／外居住者別のロードプライシングのフレーミング効果の心理プロセス仮説 

需要削減 
機能の強調 

公共事業－財源 
機能の強調 

倫理的フレームの活性化 
取引的フレームの抑制 

受容意識 
の高揚 

不公平感の払拭 
報復的公正の評価 

公正感の高揚 

課金区域外の居住者の場合の心理プロセス 

課金区域内の居住者の場合の心理プロセス 

自由侵害感 
の低下 
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ライシングを公正な施策と考える傾向が強いものと考えられ

る．そして，5%の有意水準にはわずかに及ばなかったもの

の，受容意識に関しても居住地域はほぼ有意な主効果を

持っていることが表-4 から分かる．すなわち，課金区域内の

居住者の方が，区域外の人々よりもロードプライシングを公

正な施策と考え，そしてそれを通じて，受容する傾向が増進

するものと考えられる． 
一方，課金額の主効果が自由侵害感において有意となっ

た．各料金水準毎の自由侵害感の平均を求めたところ，100
円の場合が 2.73 であった一方で，500 円，1000 円の場合が

それぞれほぼ同水準の 3.09 と 3.03 と，500 円以上の場合に

自由侵害感が高くなるという傾向が示された．既往のロード

プライシングの受容意識研究でも，金額が自由侵害感に正

の影響を及ぼすことが示されているが10)，その結果と同様に，

課金額が大きいほど料金抵抗が増え，自動車利用を削減す

る必要性が増加することを意味するものと考えられる． 
また，課金額の主効果は公正感においても有意となった．

ここで，表-3 に着目すると，課金額と公正感との関係は，単

純な線形関係にはないことが分かる．そこで，課金額毎の公

正感の平均を求めたところ，100 円，500 円，1000 円のそれ

ぞれにおいて，3.20，2.90. 3.17 となった．すなわち，100 円

の 1000 円の時の公正感はほぼ同様だが，500 円の時にの

み低い水準となった．こうした結果が得られた理由について

は，注[1]にて検討しているのでそちらを参照されたい． 
なお，受容意識に対しては課金額は有意な主効果は見い

だせなかった．このことは，課金額そのものの水準は，受容

東京の都心には，道路スペースが限られているにも関わらず，たくさんのクルマが集まってきま

す．それによって，深刻な渋滞問題とそれに伴う環境問題が生じています．この問題を根本的に

解決するには，できるだけ，ドライバーの皆さんに，都心でのクルマのご利用をお控え頂くこと

が必要になっています． 

 

そこで，「ロードプライシング」という方法が考えられています．これは， 

 

 

「東京の都心（例えば，右図の赤枠の内側等）に 

 クルマで入るためには， 

 一定料金（例えば 100 円）が必要」 

 

 

というシステムを導入する方法です． 

 

このシステムが導入されれば，料金の支

払いに抵抗を感じる一部のドライバーは，

都心にクルマで訪れることをとりやめる

かも知れません． 

 

それによって都心に入るクルマが減少し，

渋滞や環境問題が解消することが期待さ

れています． 

（料金抵抗フレーム） 

東京の都心には，道路スペースが限られているにも関わらず，たくさんのクルマが集まってきま

す．それによって，深刻な渋滞問題とそれに伴う環境問題が生じています．この問題を根本的に

解決するには，できるだけ，ドライバーの皆さんに，都心でのクルマのご利用をお控え頂くこと

が必要になっています． 

 

しかし，都心でクルマを使わざるを得ない，様々なご事情もあるものと思います． 

そこで，「ロードプライシング」という方

法が考えられています．この方法では， 

 

 

「東京の都心（例えば，右図の赤枠の内側等）に 

 クルマで入るためには， 

 一定料金（例えば 100 円）が必要」 

 

 

というシステムを導入し，得られた費用

で道路をより効率化し，鉄道やバスをよ

り便利にします． 

 

これによって，都心でクルマを使わざる

を得ないご事情のある時にはクルマを利

用して頂きつつ，渋滞や環境問題の解消

を目指します． 

（公共事業－財源フレーム） 

図-2 フレーム条件別のロードプライシングの説明画面（課金額100 円の場合）

表-1 実験条件別サンプル数 
 
  フレーム条件 課金額 課金区 課金区 合 
  域内 域外 計 
 
 料金抵抗フレーム 100 円 45 40 85 

 料金抵抗フレーム 500 円 35 50 85 

 料金抵抗フレーム 1000 円 50 51 101 

 公共事業－財源フレーム 100 円 50 49 99 

 公共事業－財源フレーム 500 円 35 52 87 

 公共事業－財源フレーム 1000 円 46 46 92 
 

            合計  261 288 549 
 

 

表-2 心理要因の測定尺度 

 
受容意識 

「もし,このロードプライシングについての住民
投票があったら,あなたは賛成すると思いますか,
反対すると思いますか？」という質問に対して「絶
対に反対すると思う」から「絶対に賛成すると思
う」の5段階の尺度で測定． 
 

公正感 
「このロードプライシングは,正しい交通政策だ
と思いますか？」という質問に対して，「全然正
しくない政策だ」から「全く正しい政策だ」の5段階
の尺度で測定． 

 
自由侵害感 

「このロードプライシングが導入されると,あな
たの運転の自由が妨げられると思いますか？」と
いう質問に対して，「全然妨げられると思わない」
から「大きく妨げられると思う」の5段階の尺度で測
定． 

 
 
※ これら3尺度以外にもいくつかの質問項目を
設けたが，本研究ではそれらについては取り扱わ
ない． 
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意識の重要な要因とは必ずしも言えない，ということを示唆

するものと言える． 
 
（２）交互作用 

次に交互作用に着目すると，「フレーム×居住地域」のみが，

受容意識と公正感の双方において有意となった．この結果

は，フレーム条件が公正感と受容意識に及ぼす影響が，居

住地域によって有意に異なっているということを意味してい

る．この交互作用は，本研究で措定した仮説が真であるなら

ば，有意となるべきものであり，それ故，この結果は，本研究

の仮説を支持するものである可能性がある．その点を確認

するために，この交互作用が意味する傾向が本研究の仮説

に一致したものであるか否かを，表-3の平均値を詳細に見る

ことで確認することとしたい． 
まず，表-3 の「課金区域内部の居住者」の公正感の平均値に

着目しよう．100円，500円，1000円のそれぞれの条件毎に，

「料金抵抗フレーム」と「公共事業－財源フレーム」の公正感

の平均値を比較すると，100 円の条件においては「公共事業

－財源フレーム」の方が高い水準となっているが，500 円，

1000 円の条件では，それとは逆にそれぞれ「料金抵抗フ

レーム」の方が高い水準となっている．ここで，100 円の場合

の平均値の差異は，500 円，1000 円の時の差異に比べてわ

ずかな水準に留まっており，したがって，全料金の平均では，

「料金抵抗フレーム」の方が「公共事業－財源フレーム」より

も公正感が高いという結果となった（3.55 vs. 3.21）． 
一方，「課金区域外部の居住者」の公正感の平均値に着

目すると，いずれの料金水準においても，課金区域内部の

居住者とは逆に，「公共事業－財源フレーム」の方が「料金

抵抗フレーム」よりも高い水準となっていることが分かる．全

料金の平均では，「料金抵抗フレーム」の場合に 3.08 である

一方，「公共事業－財源フレーム」の場合に 3.21 と，後者の

方が高水準となっていることが示された． 
以上の結果は，課金区域内部の居住者に対しては料金抵

抗フレームの説明の方が公正感は高くなる一方，課金区域

外部の居住者に対しては公共事業－財源フレームの説明の

方が公正感が高くなる，という交互作用が存在し，かつ，そ

の交互作用が統計的有意であることを示している． 
次に，同様の表の見方で，表 3 の「受容意識」に着目する

と，課金区域内部の居住者にとっては，いずれの料金水準

においても「料金抵抗フレーム」の方が「公共事業－財源フ

表-3 受容意識・公正感・自由侵害感の実験条件・居住区域別の平均値と分散値 
 
          課金区域内部の居住者             課金区域外部の居住者    
     
  料金抵抗フレーム  公共事業－財源フレーム  料金抵抗フレーム       公共事業－財源フレーム  
            
 100 円 500 円 1000 円 100 円 500 円 1000 円 100 円 500 円 1000 円 100 円 500 円 1000 円 
             
受容意識 
 3.49 3.54 3.62 3.20 2.77 3.54 3.33 2.94 3.02 3.29 3.27 3.07 
 (1.27) (1.34) (1.29) (1.26) (1.33) (1.17) (1.07) (1.25) (1.42) (1.27) (1.25) (1.18) 
公正感 
 3.33 3.34 3.42 3.42 2.54 3.24 2.98 2.80 3.00 3.06 2.94 3.04 
 (1.09) (1.33) (1.14) (1.03) (1.24) (1.02) (1.17) (0.99) (1.17) (1.20) (1.07) (0.94) 
自由侵害感 
 2.80 3.00 2.86 2.72 3.26 2.78 2.88 3.18 3.37 2.57 2.96 3.09 
 (1.39) (1.35) (1.29) (1.34) (1.46) (1.32) (1.18) (1.26) (1.40) (1.31) (1.40) (1.21) 
 

注1：(  )内は標準偏差，(  )が付いていない数字が平均値        注2：いずれの尺度も最小１，最大5，注意点3 の尺度である． 
 

表-4 受容意識・公正感・自由侵害感についての 3 要因（フレーム×課金額×居住地域）分散分析結果 
 
            受容意識         公正感      自由侵害感  
                  
  (df1,df2)注 F 値 p F 値 p F 値 p 
                  
（主効果） フレーム (1 ,537) 1.51 (.220) 1.17 (.279) 1.07 (.302) 
 課金額 (2 ,537) 1.27 (.281) 3.65 (.027) 3.62 (.027) 
 居住地域 (1 ,537) 3.74 (.054) 6.60 (.010) 0.84 (.360) 
（交互作用） フレーム×課金額 (2 ,537) 0.32 (.725) 1.54 (.215) 0.35 (.707) 
 フレーム×居住地域 (1 ,537) 5.09 (.025) 4.12 (.043) 1.75 (.186) 
 課金額×居住地域 (2 ,537) 2.37 (.094) 0.82 (.443) 1.83 (.162) 
 フレーム×課金額×居住地域 (2 ,537) 1.92 (.147) 2.11 (.122) 0.14 (.871) 
 

注 自由度．受容意識，公正感，自由侵害感のそれぞれについて共通． 

5%の有意水準で有意な効果を bold で表記した 
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レーム」よりも受容意識の水準が高いことが分かる．全料金

平均でも，公共事業－財源フレームの場合に 3.12 である一

方，料金抵抗フレームの場合は 3.37 とそれを上回る水準と

なった． 
一方，課金区域外部の居住者にとっては，100円の場合に

おいてはわずかに「料金抵抗フレーム」の方が受容意識の

水準は高いものの，500 円，1000 円の条件では，逆に「公共

事業－財源フレーム」の方が受容意識の水準が高いという

結果となった．そして，全料金の平均では，公共事業－財源

フレームの場合 3.01，料金抵抗フレームの場合 2.92 となり，

前者の方が高い水準であることが示された． 
すなわち，公正感と同様に，課金区域内部の居住者の場

合には料金抵抗フレームの場合の方が高い受容意識を形

成する一方，課金区域外部の居住者の場合には公共事業

－財源フレームの方が高い受容意識を形成する，という交互

作用が存在し，かつ，その交互作用が統計的に有意である

結果となった． 
以上に述べた公正感と受容意識に対する居住地域とフ

レーム条件との交互作用の存在は，本研究の理論仮説の予

測を裏付けるものである． 
ただし，自由侵害感に関しては，居住地域とフレーム条件

との間の交互作用は有意な水準には届かなかった．しかし，

全料金水準の平均値を求めたところ，仮説で想定した方向

に一致して，課金区域外部の居住者においては公共事業－

財源フレームで説明した条件の方が自由侵害感が小さい

（料金抵抗フレームの平均が 3.16，公共事業－財源フレーム

の平均が 2.87）という結果となった．すなわち，統計的有意な

水準には至らなかったものの，少なくとも数値の上では仮説

の予測に一致した結果が得られた． 
 
 

４．考察 
 
本研究では，都市部の交通混雑に伴う各種の交通問題を

緩和，解消するための重要な施策の一つとしてロードプライ

シングを取り上げた．そして，その実現を図るためには，概し

て低い「公共受容」の水準の高揚を期待することが不可欠で

あることを指摘した．その上で，人々の受容意識の高揚が期

待できるような「広報のあり方」を考えるために，「フレーミン

グ効果」に関わる心理学的な理論的検討を行い，そこで演繹

された仮説を検証するための心理実験を行った． 
 

（１）仮説検証のまとめ 
本研究では，2005 年現在，東京都で検討が進められてい

るロードプライシングを具体的な検討対象とした．そして，

ロードプライシングに対する賛否意識の構造は，「課金区域

内」の居住者と「課金区域外」の居住者で異なり，また，ロー

ドプライシングの「説明の仕方」が及ぼす効果，すなわちフ

レーミング効果も異なるであろうと想定した． 
課金区域外の居住者を対象とした場合の，受容意識の高

揚を図る説明方式については，既往研究10）の中で理論実証

的に検討されており，本研究でも，その研究で得られた知見

を踏襲することとした．すなわち，ロードプライシングには「外

部不経済の内部化機能」と，「需要の削減機能」の両者があ

るものの，いずれを強調するかによって人々の「意思決定フ

レーム」が異なるであろうと考えた．具体的には，「外部不経

済の内部化機能」を強調し，明示的に自動車の外部不経済

の存在を述べ，かつ，それに対処するための公共事業の必

要性に言及しつつロードプライシングを説明した場合，「取

引的フレーム」よりはむしろ「倫理的フレーム」にて賛否判断

を下す傾向が強くなると考えた．逆に，「需要の削減機能」を

強調した場合，倫理的フレームよりはむしろ「取引的フレー

ム」で賛否判断を下す傾向が強くなると考えた．その結果，

課金区域外部の人々に対して「外部不経済の内部化機能」

を強調して説明した場合の方が「需要の削減機能」を強調し

て説明した場合よりも，公正感が高く，自由侵害感が低く，そ

の結果，受容意識が高くなるであろうと予測した． 
一方，対象区域内部の居住者の場合には，上記とは全く

逆のフレーミング効果が存在することを予測した．課金区域

内部の居住者にとっては，ロードプライシングによって自動

車来訪者が減少することは，これまで，来訪者によってもた

らされてきた自らの生活環境に対する悪影響を緩和するもの

と認識すると考えた．それ故，自動車需要の削減する機能は，

これまでの“不公平”を緩和する機能であると認識される可能

性を想定した．ただし，自由侵害感については，需要の削減

機能と外部不経済の内部化機能のいずれを強調するかによ

る効果については特に想定しなかった．以上より，課金区域

内部の人々に対しては，自動車需要の削減機能を強調する

方が公正感の水準が高く，それによって，受容意識が向上

すると予想した． 
以上の仮説を検証するためのシナリオ実験を実施した所，

仮説を支持するデータが得られた．すなわち，課金区域内

部の居住者に対しては，料金抵抗フレームの説明の方が公

正感，ならびに受容意識は高い水準であったが，課金区域

外部の居住者に対しては，それとは逆に，公共事業－財源

フレームの説明の方が高い水準の公正感と受容意識が得ら

れる，という交互作用が存在し，かつ，その交互作用が統計

的有意であることが示された． 
 

（２）仮説の含意 
以上の検証によってその妥当性が支持された本研究の仮

説は，次のような政策的な含意を持つ．すなわち，ロードプ

ライシングの公共受容を目指す場合，課金区域内部の人々

に対しては，ロードプライシングの「需要の削減機能」を特に
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強調して説明することで，合意形成の糸口が得られる可能性

が期待できる．ロードプライシングの実施によって，課金区

域内部への自動車需要が減少し，それによって，道路混雑

をはじめとする大気汚染の軽減等を説明することにより，

ロードプライシングの有効性を説明することで，課金内部の

人々が，ロードプライシングを「公正」な施策だと認識し，そ

れを通じて受容する傾向することが期待できるからである． 
一方，課金区域外部の人々に対しては，ロードプライシン

グの「外部不経済の内部化機能」を強調して説明する方が理

解を得やすいものと考えられる．需要の削減機能を強調す

れば，都心部への自動車トリップを取りやめざるを得ないと

いう点が強調され，自由侵害感が増進する一方，「外部不経

済の内部化機能」を強調すれば，道路混雑に伴う諸問題を

解消するためには何らかの公共事業が必要であり，そのた

めの財源としての料金支払いが必要である，という「倫理的

フレーム」に基づく理解が得やすくなるからである． 
すなわち，課金区域内部の人々に対しては，ロードプライ

シングによって生活環境の改善がもたらされるという点を強

調すべく「需要の削減機能」を中心として説明する一方，課

金区域外部の人々に対しては，都心部の諸交通問題に対処

するために金銭的なご協力頂きたい，という趣旨での理解を

得るべく「外部不経済の内部化機能」を強調することが，公共

受容の増進を図るためには得策であると考えられる． 
 

（３）課金額の効果 
課金額の効果については，統計的な検定からは，課金額

が高いほど自由侵害感が低下するという傾向が有意である

ことが示されたものの，公正感に対しては少々複雑な結果が

得られた．すなわち，全体の平均として，100 円と 1000 円の

場合の公正感の水準はほぼ同じであるが，500 円の場合に

おいてのみ，若干低い水準となるという結果が得られた．ま

た，受容意識については，課金額に関する主効果はもとより，

課金額と他の要因との交互作用に関しても，有意なものは見

いだせなかった． 
すなわち，100 円から 1000 円という，現実的な課金額の水

準としては比較的広い範囲を考えたとしても，「自由侵害感」

という課金額が直接的に影響を及ぼすことが容易に想像で

きうる要因を除いて，課金額は系統的な影響を及ぼすとは必

ずしも言えない，ということが示されたのである． 
このことは，少なくとも次の２点を含意している． 
第一に，「説明方式」が受容意識，ならびに，その先行要

因に統計的に有意，かつ，理論的に整合的な影響を及ぼし

ていた，という前節に詳しく述べた結果と，課金額の効果とは

対照的なものと言えるのではないか，という点である．すな

わち，ロードプライシングの受容問題を考える上で重要なの

は，課金額よりはむしろ如何なる説明方式を採用するか，と

いう点である，という可能性が示唆されたものと考えられる． 

第二に，自由侵害感が課金額に系統的な影響を受けてい

たにも関わらず，受容意識には課金額の効果が見いだせな

かった，という事実は，自由侵害感は受容意識の重要な一要

因ではあるが，その影響は限定的なものにしか過ぎない，と

いう事を示唆している．事実，本研究のデータを用いて，受

容意識を従属変数，自由侵害感と公正感を説明変数とした

単純な重回帰分析を行ったところ，これまでの分析3），7），8），9），

10），11），12）でも繰り返し指摘されてきたようにいずれも有意な係

数を持っていることが示されたのだが，標準化係数に着目す

ると，公正感の効果は自由侵害感のそれの1.75倍であること

が示された[2]．すなわち，ロードプライシングの受容意識に

おいては，自由侵害感という課金額に系統的に左右されうる

「利己的視点」からの判断基準よりはむしろ，説明方式によっ

て左右される傾向の強い「倫理的視点」からの判断基準の方

が重要であるものと考えられるのである． 
 

（４）おわりに 
上記の課金額に関わる議論が含意するように，ロードプラ

イシングの公共受容問題を考える場合には，それが人々の

自由を一定程度制約する強制的な施策である以上，人々の

公正判断に着目することが不可欠であると言えよう．すなわ

ち，人々の「倫理性」を想定し，その倫理性に働きかける広

報のあり方を考えることではじめて，人々は，ロードプライシ

ングがもたらす短期的・利己的な損失の存在を知りながらも，

それに賛成する可能性が生ずると言えるだろう． 
 無論，実際の現場では，状況に応じたそれぞれの対応を

図っていく必要があろう．例えば，今回の実験のように，ホー

ムページ上の画面の黙読を要請するだけのものではなく，

一人一人丁寧に説明することができるのなら，課金区域内部

や外部といった立場の相違をこえた倫理的判断を期待する

可能性は増進するだろう．逆に，限られた情報しか提供でき

ない様な状況では，より印象的なメッセージを検討していくこ

とも必要であろう．ただしいかなる状況であっても，人々は意

思決定フレームに基づいて選択を行うのであり，ロードプラ

イシングは需要の削減機能と外部不経済の内部化機能を持

つ．それ故，本稿で検討した理論的検討と実証的知見は，

いかなる実務的な広報活動においても援用できる基礎的な

理論的基盤であると期待できよう．今後，現実の都市交通問

題を解消する一つの有力な交通施策としてのロードプライシ

ングの実現を目指すためには，種々の実務的状況を踏まえ

つつ，人々の心理的側面，とりわけ倫理的側面に着目したさ

らなる研究を進めていくことが必要であろう． 
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注 

[1] 表-3 に改めて着目すると，「課金区域内の居住者」に対する「公

共事業－財源フレーム」の条件においてのみ，500 円の時に公

正感が特に低い水準となる結果が得られているものの，他の条

件においてはそうした傾向は特に見られない．課金区域外の居

住者を主たる対象としたこれまでの研究10）では，金額が高い方

が「不公平感」が増進し，それを通じて公正感が低下していく現

象が見られていたが，今回そうした傾向が見られなかったのは，

課金区域内の人々が「これまで交通問題をもたらしてきた域外

からの来訪者から高い料金を徴収する」ということを「公正」であ

ると見なす一方，自分が支払者の立場で考えるなら 100 円程度

の安い金額の場合を「公正」と見なすという傾向も併せ持ってい

るからかもしれない．しかし，両者の中間である 500 円の場合は，

そのいずれの観点からも公正たりえず，その結果「不公正」とい

う判断が優越した，可能性はあり得るかもしれない．しかしこの

説明は，可能な多様な推察のうちの一つにしか過ぎない．この

点を明らかにするためには，課金水準と受容意識との関連につ

いての包括的な研究が必要であろう． 

[2] 公正感についてはβ = 0.54 [t =17.54, p < .001]であった一方，自

由侵害感についてはβ = -0.32 [t =10.03, p < .001]であった．ここ

にβは標準化係数である．なお，R2は 0.56 であった． 
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FRAMING EFFECT IN ACCEPTANCE OF ROAD PRICING: 
A basic study on campaign that assumes ethical spirits of public 

 
Satoshi FUJII 

 
  In this paper, it was theoretically investigated how to improve public acceptance toward road pricing by public 
campaign based on psychological theory with respect to framing effect. It was hypothesized that framing road pricing as 
a system to decrease traffic demand would increase fairness perception and acceptance of residents inside pricing area, 
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but framing road pricing as a system to toll for the purpose of making a budged for public works to improve traffic 
congestion would increase fairness perception and acceptance of residents outside pricing area. In order to test this 
hypothesis, I conducted an experiment and found that the data confirmed empirically the hypothesis.  
 




